
○一部の事業者が繰り返し事故を発生
○地域に応じた適切な設計、構法、材料
等の選択、施工技術に課題

○オプション（有料）で追加防水検査

〇設計施工基準の周知、より詳細の仕様の明示
〇リスクの高い特徴を整理し、留意すべきポイントを周知
〇追加防水検査の有用性についての理解の醸成
〇適正な検査のあり方について引き続き検討が必要

○標準的な施工基準やガイド
ラインがない

〇リフォームや大規模修繕に関する設計施工基準の
見直しの検討

〇新築住宅に比べ、事故率が高い傾向
（特に戸建住宅の既存住宅売買瑕疵
保険）

○売買時点で改善できる要素が少なく、
また適切な補修が行われていない

新
築
住
宅

既
存
住
宅

・住宅事業者向け：国土交通省等が開催
する説明会や施工者団体の研修等で
周知

・特に事故の多い事業者向け：各保険法人
において実施している事故防止に資
する情報の提供や啓発活動を引き続
き実施

・消費者向け：（公財）住宅リフォーム・紛争
処理支援センターからの情報発信や
、住宅・不動産関係サイト等のメディア
等を活用し、わかり易い情報を発信

現状

テーマ1．
防水に関
する事故
件数が多
いことを踏
まえた対
策

課題等 対応の方向性

〇一部において、長期的な性能の変わら
ない非破壊検査の結果や長期修繕計
画の実施記録の確認等を活用

〇2号保険引受け時に必要な書類が住宅
履歴情報として蓄積されていれば、保
険申込者に活用することは可能

〇保険の現場検査、インスペクション、フ
ラット35の適合検査等において、劣化
基準の考え方は一定程度整合

〇資格はそれぞれに規程され、全部又
は複数有する検査員が少ない

〇検査事業者コースにおいては、検査事
業者が独自に検査基準を設定

〇検査結果の保険法人・契約
者以外の第三者提供は想定
されていない

〇複数検査の実施は流通の
業務実態に合っていない

〇宅建業者、消費者にとっ
てわかりづらい

〇長期的な性能の変わらない非破壊検査については新築時等の検査結果を活用
〇同一の保険法人が2号保険の現場検査を担う場合は新築時等の検査結果を活用
〇異なる保険法人が2号保険の現場検査を担う場合は慎重な検討が必要

〇必要書類等の統一、履歴への保管ルールが必要
〇検査結果の第三者への提供について合意が必要
〇住宅履歴情報の更なる活用や、BIMの活用についても検討していくべき

〇各種検査基準の統一化や検査を一元的に実施できる技術者を養成する仕組みを検討
〇検査事業者の業務範囲等を簡易に入手できる仕組みを構築

〇原因究明や適切な補修方
法の情報の少ない

〇現行の設計施工基準等は
リフォームや大規模修繕に
は必ずしも適していない

〇「二次的インスペクション」のガイドラインを策定
〇劣化事象等の適切な補修方法に関する情報の周知

テーマ2．
2号保険
における
新築時の
検査結果
や住宅履
歴情報等
の活用に
よる検査
の省力化

〇既存住宅売買瑕疵保険の住戸型検査
においては、同一マンション内で複数の
住戸が保険に加入する場合、繰り返し
共用部分の検査が必要

〇共用部分の検査の負担が大
きく、共用部分の検査結果
を複数の保険法人が活用で
きるようにする方策が必要

〇関係者が連携して、以下の方策を検討
①管理規約等において共用部分の検査結果を管理組合が保管・提供する仕組みを位置づけ
②共用部分の検査結果を保管するシステムを構築

〇大規模修繕瑕疵保険では、工事箇所
を確認するための工事実施前の「現況
検査」と施工中・完了時の検査を実施

〇大規模修繕実施前に実施さ
れる非破壊検査の結果等は
活用されていない

〇大規模修繕瑕疵保険の着工前の検査の省略
〇大規模修繕実施前の検査や設計監理等の現場検査への活用可能性の検討

〇既存住宅売買瑕疵保険ではコンクリー
ト圧縮強度検査（リバウンドハンマー又
はコア抜き）が必要

〇リバウンドハンマーは、
・検査実施箇所確保が困難
・測定誤差が大きい可能性
・管理組合の承認が困難

〇事故発生の状況について検証の上、建築時期による検査省略の拡大や代替手法の検討等、合理化の
方策を検討

テーマ3．
共同住宅
の共用部
分の検査
方法の合
理化

〇ドローンや点検ロボット等の新技術の
開発が進められつつあり、民間の検査
サービスの一環として活用

テーマ4．
新技術等
の活用方
策及び国
の支援の
あり方

〇瑕疵保険の現場検査におけるニーズ
・現状では検査不要とされている検査
・目視検査の代替や検査精度の向上
・損害調査や補修範囲・内容の特定

〇法規制、資格の整理
〇検査機器の安全性、取扱い
スキルの向上策

〇検査コスト

〇壁内部の腐朽等の劣化状況
を早期に発見するためのセ
ンサ等の新技術の開発

〇二次的インスペクションで活用されている手法の活用可能性について検討
〇検査精度の向上という観点から高性能カメラによる画像処理やサーモグラフィを活用した解析等、目視
の代替又は補完となる検査手法を検討

〇検査料金の上昇とならない方策（オプション等）の検討
〇他の検査やインスペクション、施工管理等の業務とあわせて実施することによるコスト分散の検討
〇先導的な取組や新たな検査機器の導入コストについて、国が支援する仕組みの検討

〇経年劣化によって新築時と
状況が異なる可能性が高い
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